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(趣旨) 
第１ この申合せは、鹿屋体育大学体育学部の教育課程及び履修方法等に関する規程第 
 ２１条の２、平成２５年度以前の入学生の鹿屋体育大学体育学部教育課程及び履修方法

等に関する規程第２１条の２及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科履修規程第１０条の

２及び第２１条の２に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）における学生の成

績等への異議申立てに関し、必要な事項を定める。 
 

(定義) 
第２ この申合せにおいて「学生」とは、本学に在学している学部学生及び大学院学生（科

目等履修生、特別聴講学生その他本学において授業科目を履修し、成績評価を受ける者

を含む。）をいう。 
 

(対応組織) 
第３ 学生の異議申立てに対応する組織は、学部学生にあっては教務委員会、大学院学生

にあっては研究科教務委員会とする。 
２ 当該委員会の委員が当事者である場合は、その委員が所属する系から、問題解決の間、

代理委員を立てる。 
 

(異議申立て) 
第４ 異議申立てを行う学生は、成績公開後、直近の学期開始日（４月１日又は１０月１

日）から７日以内（前期末又は学年末に卒業あるいは修了する場合にあっては成績公開

日から７日以内）（以下「異議申立て期限日」という。）に、異議申立書・再異議申立書

（別記様式第１号）を、教務課を経由して教務委員会委員長又は研究科教務委員会委員

長（以下「委員長」という。）へ提出しなければならない。 
２ 委員長は、前項の異議申立て受け付け後、原則として異議申立て期限日から１０日以

内（以下「回答期限日」という。）に教務委員会又は研究科教務委員会（以下「教務委員

会等」という。）の議を経て、異議申立て・再異議申立てに対する回答書（別記様式第２

号）により回答を行うものとする。ただし、回答期限日までに回答できない場合は、委

員長は、回答できない理由等を、異議申立てを行った学生に回答期限日前に説明するも

のとする。 
３ 異議申立ての回答に不服のある学生は、異議申立ての回答を受け取った日から原則と

して７日以内（以下「再異議申立て期限日」という。）に、異議申立書・再異議申立書（別

記様式第１号）により、再異議申立てを行うことができる。 
４ 委員長は、前項の再異議申立て受け付け後、原則として再異議申立て期限日から１４

日以内（以下「再異議申立て回答期限日」という。）に教務委員会等の議を経て、異議申



立て・再異議申立てに対する回答書（別記様式第２号）により回答を行うものとする。

ただし、再異議申立て回答期限日までに回答できない場合は、委員長は、回答できない

理由等を、再異議申立てを行った学生に再異議申立て回答期限日前に説明するものとす

る。 
 
（調査委員会） 
第５ 委員長は、第 4 第２項の異議申立て及び同第４項の再異議申立てを受け付けた場合、

調査委員会を設置することができる。 
２ 前項の調査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 教務委員会等副委員長 
 (2) 当該年度の教務委員会等委員 3 名（各系から 1 名） 

３   調査委員会は異議申立て及び再異議申立てに関し、調査を行いその結果を速やかに委

員長に報告するものとする。 
４ 委員長は、異議申立て及び再異議申立てを行った学生に対しては、適宜、途中経過を

説明するとともに、調査等終了後、速やかに、その結果を説明するものとする。 
 
（日数の計算） 

第６ 第４における日数の計算については、日曜日、 土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日を含むものとする。 

 
 

附 則 
 この申合せは、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度に実施された授業の成績

から適用する。 
 

附 則（平２８．６．２３） 
 この申合せは、平成２８年６月２３日から施行し、平成２８年度に実施された授業の成

績から適用する。 
 

附 則（令３．７．１） 
 この申合せは、令和３年７月１日から施行する。 
 
 
  



別記様式第１号（第４第１項、第４第３項関係） 
年  月  日 

異議申立書・再異議申立書 

 
 教 務 委 員 会 委 員 長   

殿 
 研究科教務委員会委員長 

                                    課程 

学籍番号         

                      氏   名            （署名） 

                      連 絡 先   ―    ―      

 
 
１ 成績評価についての異議申立て 

 
   開 講 期：  前・後  期 
 
   科 目 名：                       
 
   担当教員名：                       
 
 
２ 申立ての内容 （できるだけ詳しく記入すること） 
 
 
 
 
 
 

 

ｽﾎﾟｰﾂ総合 ／ 武  道 
修 士  ／ 博士後期 



別記様式第２号（第４第２項、第４第４項関係） 
 

年  月  日 
 

異議申立て・再異議申立てに対する回答書 
 
 
   （学生氏名）   様 
 

教務委員会委員長 ／ 
研究科教務委員会委員長 

                                  
 
 
 

令和  年  月  日付けで異議申立て／再異議申立てのありました        

              について以下のように回答します。 

 
【回答内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
当該科目担当教員氏名            （署名） 

 

 


